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備　考

　■空地率の下限
　　　容積割増しの場合　  空地率≧1.2-C
　　　斜線緩和のみの場合　空地率≧1.15-C　（C：基準建ぺい率）
 
　■前面道路の通り抜け
　　　 建築物の敷地の前面道路は、各々の制度に定める前面道路幅員以上の幅員を有する道路まで、
　　　 当該幅員以上で通り抜けていること。
 
　■接道率
　　　各々の制度に定める前面道路幅員以上の幅員を有する道路に接する部分の長さの和は、外周の
      長さの6分の1以上とすること。
 
　■歩道の整備
　　 前面道路に沿って幅員 2.5m以上の歩道を整備すること。
　　 既設歩道がある場合は、既設歩道と一体となった歩道を設け、あわせて2.5m以上の幅員を確保す
     ること。

　上記記載のほか、「大阪市総合設計許可取扱要綱」、「大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準」を必ずご確認ください。

計画調整局建築指導部建築企画課
(06-6208-9284)

同上

総合設計の許可

　建築基準法第59条の２では、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一定割合以上の広い空地を確保し、特定行政庁が交通上、安全
上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ市街地環境の整備改善に役立つと認める建築物で、建築審査会の同意を得たものについては、
その許可の範囲内において建築基準法による容積率と高さの限度（日影による高さ制限を除く。）を超えることができると規定されて
います。

・建築基準法第59条の２第１項

・建築基準法施行令第136条
・大阪市総合設計許可取扱要綱
・大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準

計画調整局　建築指導部　建築企画課

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000012322.html

・事前に建築企画課、関係協議先と協議を行ったうえ、申請を行ってください。

60日

なし

計画調整局　建築指導部　建築企画課

随時

建築企画課及び関係協議先と事前協議を行ったうえ、許可申請書及び添付図書（正副２通）を作成してください。建築企画課窓口で
納付書を発行しますので指定金融機関等で手数料を納付し、上記提出先まで提出してください。

¥160,000

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000012322.html

